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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面に長孔状の孔を設けた携帯型情報処理装置本体と、盗難防止用の鍵付きケーブルと
、一端側に前記鍵付きケーブルの鍵部を係止するための係止部を設け、他端側に前記装置
本体の下面に設けられた孔に挿脱可能なＴ字状のフック部を有する板状のアタッチメント
金具を備え、
　前記アタッチメント金具は、その係止部が前記装置本体の下面と重なる位置にある状態
ではそのフック部を前記装置本体の下面の孔に挿脱可能であり、かつ、その係止部が装置
本体の下面と重ならない位置にある状態ではそのフック部を前記装置本体の下面の孔に挿
脱できないように当該フック部の向きが設定されており、
前記アタッチメント金具のフック部を前記装置本体の下面の孔に挿入した状態で該アタッ
チメント金具を前記係止部が装置本体の下面と重ならない位置にその装置本体の下面の孔
を中心に回転させて前記フック部の向きを前記装置本体の下面の孔と異ならせることによ
り当該アタッチメント金具を装置本体の下面に取り付け、かつ、前記装置本体の下面と重
ならない位置にあるアタッチメント金具の係止部に前記鍵付きケーブルの鍵部を係止し、
　前記アタッチメント金具が前記装置本体に取り付けられ、そのアタッチメント金具に前
記鍵付きケーブルが係止された状態では、当該アタッチメント金具が回転されても鍵付き
ケーブルの鍵部が前記装置本体の側面に当接することにより、該アタッチメント金具はそ
のフック部が装置本体の下面の孔に対する挿脱可能位置に回転されないように構成したこ
とを特徴とする盗難防止構造を有する携帯型情報処理装置。
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【請求項２】
　前記装置本体の内部に取り付けられる拡張部品を覆う拡張カバーを前記装置本体の下面
側に有し、前記拡張カバーの一部に前記装置本体の下面に設けられた長孔状の孔と重なる
長孔状の孔を設け、前記装置本体の下面に設けられた孔への前記アタッチメント金具のフ
ック部の挿脱時に該フック部は拡張カバーに設けられた孔にも挿脱されるようにしたこと
を特徴とする請求項１に記載の盗難防止構造を有する携帯型情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はノートパソコンのような携帯型情報処理装置に関し、詳しくは、記憶装置とし
てのディスクドライブ装置や電池などが拡張機器として搭載され、これらの拡張機器を含
めた盗難防止を図ることができる盗難防止構造を有する携帯型情報処理装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、ノートパソコンのような携帯型情報処理装置においては、携帯型情報処理装置自
身が高価なものであり、また、内蔵するＨＤＤ（ハードディスクドライブ装置）に必要な
データを記憶させていることもあって、持ち運びの容易な携帯型情報処理装置が盗難にあ
わないよう、盗難防止構造を備えたものがある。
【０００３】
　以下、従来の盗難防止構造を備えた携帯型情報処理装置について図を用いて説明する。
【０００４】
　図４は従来の携帯型情報処理装置の斜視図である。図において、４１は携帯型情報処理
装置本体、４２は携帯型情報処理装置本体４１にヒンジ４３で回動可能に取り付けられた
表示部、４４はＦＤＤ（フロッピーディスクドライブ装置）、４１ａは情報処理装置本体
４１の側面に設けられたスリット、また、４５は鍵付きケーブルで、一端に鍵部４５ａが
取り付けられており、その先端にフック４５ｂが設けられている。鍵付きケーブル４５の
ケーブル部４５ｃは金属製のワイヤーで形成されており、もう一端（図示せず）は机など
に固定されている。
【０００５】
　以上のように構成された従来の盗難防止構造を備えた携帯型情報処理装置について、盗
難防止方法について説明する。携帯型情報処理装置が机上に置かれているとき、携帯型情
報処理装置本体４１の側面に設けられたスリット４１ａに、鍵付きケーブル４５の鍵部４
５ａのフック４５ｂを挿入し、鍵部４５ａに鍵（図示せず）を差し込み回転させることに
より、フック４５ｂが回転し、スリット４１ａから外れなくなる。これにより、携帯型情
報処理装置の盗難が防止される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　近年、携帯型情報処理装置は、ＦＤＤの他にもＣＤＤ（コンパクトディスクドライブ装
置）、ＤＶＤＤ（デジタルビデオディスク装置）、などのディスクドライブ装置を記憶装
置として搭載することが主流になってきており、限られたスペースを有効活用するために
、前述の記憶装置を着脱可能な形態とし、必要に応じてこれらの機器を選択し、拡張機器
として搭載するようになってきている。また、情報化社会の急速な進展により、様々な情
報が携帯型情報処理装置にて扱われるようになっており、近年のＨＤＤの高容量化とあい
まって、蓄えられる情報の量と重要性が大きくなってきている。このような状況の下、携
帯型情報処理装置そのものの盗難防止だけではなく、着脱可能な記憶装置や、携帯型情報
処理装置本体内部に取り付けられる、電池、メモリー、ＨＤＤなどの内蔵される拡張部品
についても盗難防止を図る必要がでてきた。
【０００７】
　また、一方では、携帯型情報処理装置の小型化・薄型化が進み、新たなインターフェー
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スコネクタが続々と提案され、携帯型情報処理装置の側面に数多くの外部拡張機器接続用
のコネクタを配置することが必要となってきており、限られたスペースの中で、盗難防止
のための鍵状のフックを取り付けるスペースがなくなってきている。
【０００８】
　また、携帯型情報処理装置本体側面の一部に盗難防止用のフックを取り付けるために、
周辺には外部接続用のコネクタや、ＣＤＤなどディスク着脱のためにトレイが開閉するよ
うなディスクドライブ装置を配置することができなかった。また、携帯型情報処理装置本
体の盗難は防止できるが、ＣＤＤ／ＨＤＤ／電池／メモリーなどを着脱可能に構成された
機器類の盗難を防止することはできなかった。
【０００９】
　また、鍵付きケーブルの鍵部は、一般的に円筒形のドラム形状となっており、円筒の直
径はある程度の大きさが必要であった。このため、携帯型情報処理装置の側面に鍵付きケ
ーブルの鍵部を取り付ける場合、携帯型情報処理装置にそれ以上の厚さがないと設置が不
安定になり、携帯型情報処理装置の薄型化を図る際の支障ともなっていた。
【００１０】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、携帯型情報処理装置の側面に配置される
機器／コネクタの拡張性を損なうことなく、ＣＤＤ／ＦＤＤなどの拡張機器、及び、ＨＤ
Ｄ／電池／メモリーなど携帯型情報処理装置本体内部に取り付けられた拡張部品類の盗難
防止をも図ることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の携帯型情報処理装置は、下面に長孔状の孔を設け
た携帯型情報処理装置本体と、盗難防止用の鍵付きケーブルと、一端側に前記鍵付きケー
ブルの鍵部を係止するための係止部を設け、他端側に前記装置本体の下面に設けられた孔
に挿脱可能なＴ字状のフック部を有する板状のアタッチメント金具を備え、前記アタッチ
メント金具は、その係止部が前記装置本体の下面と重なる位置にある状態ではそのフック
部を前記装置本体の下面の孔に挿脱可能であり、かつ、その係止部が装置本体の下面と重
ならない位置にある状態ではそのフック部を前記装置本体の下面の孔に挿脱できないよう
に当該フック部の向きが設定されており、前記アタッチメント金具のフック部を前記装置
本体の下面の孔に挿入した状態で該アタッチメント金具を前記係止部が装置本体の下面と
重ならない位置にその装置本体の下面の孔を中心に回転させて前記フック部の向きを前記
装置本体の下面の孔と異ならせることにより当該アタッチメント金具を装置本体の下面に
取り付け、かつ、前記装置本体の下面と重ならない位置にあるアタッチメント金具の係止
部に前記鍵付きケーブルの鍵部を係止し、前記アタッチメント金具が前記装置本体に取り
付けられ、そのアタッチメント金具に前記鍵付きケーブルが係止された状態では、当該ア
タッチメント金具が回転されても鍵付きケーブルの鍵部が前記装置本体の側面に当接する
ことにより、該アタッチメント金具はそのフック部が装置本体の下面の孔に対する挿脱可
能位置に回転されないようにしたものである。
【００１２】
　上記構成とすることにより、アタッチメント金具に盗難防止用の鍵付きケーブルを取り
付けることによって、アタッチメント金具が回転できなくなり、アタッチメント金具を携
帯型情報処理装置本体から取り外すことができなくなることから、携帯型情報処理装置の
盗難防止が可能となる。さらに、拡張部品を覆う拡張カバーも装置本体から取り外せなく
することができるため、携帯型情報処理装置自身のみならず、内蔵部品／拡張機器の盗難
も防止することが可能となる。また、アタッチメント金具の固定は携帯型情報処理装置の
下面にて実現されるので、携帯型情報処理装置の側面に、外部接続用のコネクタ／トレイ
機構が開閉するＣＤ－ＲＯＭなどを配置することが可能となり、小型化する携帯型情報処
理装置の側面を有効活用することが可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
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　本発明は、一端側に盗難防止用の鍵付きケーブルを係止するための係止部が設けられた
アタッチメント金具の他端側を携帯型情報処理装置本体下面に取り付けたことを特徴とす
る盗難防止構造を有する携帯型情報処理装置であり、アタッチメント金具に盗難防止用の
鍵付きケーブルを取り付けることによって、側面に鍵付きケーブルを取り付けるスペース
を設けることなく、携帯型情報処理装置の盗難防止が可能という作用を有する。
【００１４】
　本発明は、アタッチメント金具は金属製の板材であることを特徴とするもので、強度を
維持しながら薄く形成できるため、携帯型情報処理装置本体下面に取り付けても、携帯型
情報処理装置の設置に影響が少ないという作用を有する。
【００１５】
　本発明は、一端側に盗難防止用の鍵付きケーブルを係止するための係止部が設けられ、
他端側にフック部を有するアタッチメント金具の、前記フック部が挿入可能な孔を携帯型
情報処理装置本体下面に設けたことを特徴とする盗難防止構造を有する携帯型情報処理装
置であり、盗難防止が必要なときに、アタッチメント金具を携帯型情報処理装置本体下面
に取り付け、側面に鍵付きケーブルを取り付けるスペースを設けることなく、携帯型情報
処理装置の盗難防止が可能という作用を有する。
【００１６】
　本発明は、アタッチメント金具は、係止部が携帯型情報処理装置本体下面より外側には
み出さない位置でのみフック部が携帯型情報処理装置本体下面の孔に挿脱可能であり、前
記アタッチメント金具を前記フック部が挿入された前記孔を中心に回転させ、前記係止部
が前記携帯型情報処理装置本体下面より外側にはみ出した状態で盗難防止用の鍵付きケー
ブルを係止することを特徴とするもので、アタッチメント金具を回転させ、鍵付きケーブ
ルの係止部が係止される位置では、アタッチメント金具が携帯型情報処理装置本体から外
れず、携帯型情報処理装置の盗難防止が可能という作用を有する。
【００１７】
　本発明は、アタッチメント金具のフック部はＴ字型断面形状であり、前記フック部を携
帯型情報処理装置下面の孔に挿入し、前記アタッチメント金具を約９０度回転させること
で、携帯型情報処理装置本体と前記アタッチメント金具が互いに係止されるとともに、前
記アタッチメント金具の係止部が前記携帯型情報処理装置本体下面より外側にはみ出した
状態となることを特徴とするもので、アタッチメント金具を約９０度回転させるのみで携
帯型情報処理装置本体とアタッチメント金具が係止され、鍵付きケーブルを係止できる状
態になるという作用を有する。
【００１８】
　本発明は、携帯型情報処理装置本体に着脱可能な拡張機器を有し、前記拡張機器の一部
にアタッチメント金具のフック部が挿入されることにより前記着脱動作が規制されること
を特徴とする盗難防止構造を有する携帯型情報処理装置であり、アタッチメント金具のフ
ック部の挿入によって拡張機器の着脱が不可能になり、携帯型情報処理装置本体のみなら
ず、着脱可能な拡張機器の盗難防止も可能になるという作用を有する。
【００１９】
　本発明は、携帯型情報処理装置本体に一方向にスライドして着脱可能な拡張機器を有し
、前記拡張機器の一部にアタッチメント金具のフック部が挿入されることにより前記スラ
イド動作が規制されることを特徴とするもので、一方向にスライドして着脱可能な拡張機
器のスライド動作をアタッチメント金具のフック部が止めることにより、拡張機器の着脱
が不可能になり、携帯型情報処理装置本体のみならず、着脱可能な拡張機器の盗難防止も
可能になるという作用を有する。
【００２０】
　本発明は、携帯型情報処理装置本体内部に取り付けられる拡張部品等を覆い隠す拡張カ
バーを携帯型情報処理装置本体の下面側に有し、前記拡張カバーの一部にアタッチメント
金具のフック部が挿入され、前記アタッチメント金具を回転させることにより、前記拡張
カバーが前記携帯型情報処理装置本体に係止されることを特徴とする盗難防止構造を有す
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る携帯型情報処理装置であり、アタッチメント金具によって拡張カバーを携帯型情報処理
装置本体に係止でき、携帯型情報処理装置本体の盗難防止のみならず、拡張カバーが開閉
できないため、内部に取り付けられる拡張部品の盗難も防止できるという作用を有する。
【００２１】
　本発明は、アタッチメント金具のフック部を挿入し回転させることにより、携帯型情報
処理装置本体とアタッチメント金具の係止、拡張カバーの携帯型情報処理装置本体への係
止、および拡張機器の着脱動作の規制を同時に行うことを特徴とする携帯型情報処理装置
であり、１つのアタッチメント金具で携帯型情報処理装置本体の盗難防止のみならず、着
脱可能な拡張機器の盗難防止、内部に取り付けられる拡張部品の盗難防止ができるという
作用を有する。
【００２２】
　本発明は、拡張カバーをスライドさせて携帯型情報処理装置本体に取り付け、アタッチ
メント金具により、前記拡張カバーを前記携帯型情報処理装置本体に係止することにより
、前記拡張カバーを組み付けるためのネジを使用しないことを特徴とする盗難防止構造を
有する携帯型情報処理装置であり、ネジを使用せず、アタッチメント金具による係止だけ
のため、ネジが外されて拡張カバーが剥がされることによる内部に取り付けられる拡張部
品の盗難という恐れがなく、また、外観上も見栄えが良くなるという作用を有する。
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図３を用いて説明する。
【００２４】
　（実施の形態１）
　図１及び図２は本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置を下方から見た図で、図１
は分解状態、図２はアタッチメント金具の装着状態を示している。また、図３はアタッチ
メント金具の装着状態の断面図である。
【００２５】
　図において、１は携帯型情報処理装置本体で、拡張機器を保持する保持部１ａが設けら
れ、かつ、その保持部１ａに長孔状のスリットＡ１ｂが設けられている。１ｃは拡張機器
が接続されるコネクタである。２は携帯型情報処理装置本体１にヒンジ（図示せず）で回
動可能に取り付けられた表示部、３は携帯型情報処理装置本体１の下面に着脱可能に配置
された拡張機器の１つであるＦＤＤで、凹部３ａが設けられている。４は拡張カバーで、
情報処理装置本体１の内部に取り付けられるＨＤＤや拡張メモリー（図示せず）、電池な
どの拡張部品を覆い隠すものである。拡張カバー４にも長孔状のスリットＢ４ａが設けら
れている。また、５はアタッチメント金具で金属製の板材からなり、「く」の字型の形状
に形成されており、一端近傍にＴ字型のフックＡ５ａが固定され、他の一端近傍にはスリ
ットＣ５ｃが設けられている。そして、６は、鍵付きケーブルで、一端に鍵部６ａが取り
付けられており、その先端にフックＢ６ｂが設けられている。鍵付きケーブル６のケーブ
ル部６ｃは金属製のワイヤーで形成されており、もう一端（図示せず）は机などに固定さ
れている。
【００２６】
　以上のように構成された本発明の携帯型情報処理装置について、以下その動作を説明す
る。拡張カバー４を携帯型情報処理装置本体１にその前面（図１で右側）より左方向にス
ライドして装着する。そして、ＦＤＤ３を側面より図１で斜め右下方向にスライドし、そ
のＦＤＤ３のコネクタ（図示せず）を携帯型情報処理装置本体１のコネクタ１ｃと接続し
、かつ、保持部１ａによって保持されるように装着する。このとき、拡張カバー４のスリ
ットＢ４ａ、携帯型情報処理装置本体１の保持部１ａのスリットＡ１ｂ、ＦＤＤ３の凹部
３ａの位置が重なった状態となる。この状態で、アタッチメント金具５のフックＡ５ａの
Ｔ字型の先端を拡張カバー４のスリットＢ４ａ、携帯型情報処理装置本体１の保持部１ａ
のスリットＡ１ｂ、ＦＤＤ３の凹部３ａに挿入する。フックＡ５ａのＴ字型の先端はスリ
ット４ａ、１ｂの向きに合わせないと挿入できないため、挿入時にはアタッチメント金具
５の「く」の字型の形状は図１の位置になっている。この状態では、アタッチメント金具
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５のスリットＣ５ｃは携帯型情報処理装置本体１の下面内、すなわち、下面と重なる位置
にあり、鍵付きケーブル６のフックＢ６ｂをアタッチメント金具５のスリットＣ５ｃに挿
入することができない。図２のように、アタッチメント金具５を携帯型情報処理装置本体
１の保持部１ａのスリットＡ１ｂを中心に約９０度回転させ、スリットＣ５ｃを携帯型情
報処理装置本体１の下面と重ならない位置にはみ出させると、鍵付きケーブル６のフック
Ｂ６ｂをアタッチメント金具５のスリットＣ５ｃに挿入することが可能となる。そして、
この状態では、アタッチメント金具５のフックＡ５ａのＴ字型の先端の向きが変わり、携
帯型情報処理装置本体１の保持部１ａのスリットＡ１ｂから外れない。そして、鍵部６ａ
に鍵（図示せず）を差し込み回転させることにより、フックＢ６ｂが回転し、アタッチメ
ント金具５のスリットＣ５ｃから外れなくなる。
　上記アタッチメント金具５に鍵付きケーブル６の鍵部６ａが取り付けられた状態では、
図３に示すように、鍵部６ａは携帯型情報処理装置本体１の側面近傍に位置し、これによ
りアタッチメント金具５のフックＡ５ａを上記保持部１ａのスリットＡ１ｂの挿入位置に
戻そうとしてアタッチメント金具５を回転させても鍵部６ａが携帯型情報処理装置本体１
の側面に当接して戻すことができず、したがって、鍵部６ａがアタッチメント金具５から
外されるまでは携帯型情報処理装置本体１に鍵付きケーブル６が取り付けられたままとな
り、携帯型情報処理装置の盗難が防止される。
【００２７】
　また、拡張カバー４のスリットＢ４ａ、ＦＤＤ３の凹部３ａにも、アタッチメント金具
５のフックＡ５ａのＴ字型の先端が挿入されて向きが変えられているため、そのフックＡ
５ａは拡張カバー４のスリットＢ４ａから抜けることはなく、また、ＦＤＤ３のスライド
動作も不可能になり、取り外せなくなる。これにより、ＦＤＤ３および、情報処理装置本
体１内部に取り付けられるＨＤＤや拡張メモリー、電池などの拡張機器や部品の盗難も防
止することができる。
【００２８】
　アタッチメント金具は金属製の板材であるため、強度を維持しながら薄く形成でき、携
帯型情報処理装置本体下面に取り付けても、厚さ方向の寸法が余り増えず、携帯型情報処
理装置の設置に影響が少ない。
【００２９】
　また、拡張カバーの係止はネジを使用せず、スライドさせて取り付け、係止はアタッチ
メント金具によってのみ行うため、ネジが外されて拡張カバーが剥がされることによる、
内部に取り付けられる拡張部品の盗難という恐れがなく、また、外観にネジが露出しない
ため、外観上も見栄えが良くなる。
【００３０】
　このように、本実施の形態では、携帯型情報処理装置の下面に盗難防止用の金具の固定
スペースを確保するため、装置側面の有効活用が可能となる。また、携帯型情報処理装置
本体の盗難防止のみならず、着脱可能な拡張機器や、ＨＤＤ／電池／拡張メモリーといっ
た情報処理装置本体の内部に取り付けられる拡張部品の盗難をも同時に防ぐことが可能と
なる。
【００３１】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、携帯型情報処理装置本体の下面に設けた長孔状の孔にア
タッチメント金具のＴ字状のフック部を挿入してこれを回転させることにより装置本体に
アタッチメント金具を取り付け、そして、アタッチメント金具が回転された状態でのみこ
れに盗難防止用の鍵付きケーブルを取り付け可能とすることによって、アタッチメント金
具の回転を鍵付きケーブルの鍵部が装置本体に当接することで規制し、そのアタッチメン
ト金具が携帯型情報処理装置本体から取り外せなくなることで、携帯型情報処理装置の盗
難防止が実現される。
　さらに、装置本体内の拡張部品類を覆う拡張カバーに長孔状の孔を設け、これにもアタ
ッチメント金具のＴ字状のフック部を挿入することで拡張カバーを開けることができない
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ため、拡張部品類の盗難防止も可能となるもので、その効果は大である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置を下方から見た斜視図
【図２】　本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置にアタッチメント金具を取り付け
た状態を下方から見た斜視図
【図３】　本発明の一実施の形態の携帯型情報処理装置の断面図
【図４】　従来の携帯型情報処理装置の斜視図
【符号の説明】
　１　携帯型情報処理装置本体
　１ｂ　スリットＡ
　３　ＦＤＤ
　３ａ　凹部
　４　拡張カバー
　４ａ　スリットＢ
　５　アタッチメント金具
　５ａ　フックＡ
　６　鍵付きケーブル

【図１】 【図２】

【図３】
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